
2026年4月1日

（公財)愛知県サッカー協会　3種委員会

（１）部活動の地域移行に伴うチーム・選手登録の手続きおよび費用について【例】

地域クラブへの変更内容 手続き 変更に係る費用

① Ａ校のみでの地域クラブ化 ・チーム名の変更 ・変更時は不要

②

(※１)

Ａ校(登録済)＋Ｂ校(登録済)での

地域クラブ化(新規Cチーム)

・新規Cチームの立上げ

・Ａ校選手の新規Cチームへの移籍

・Ｂ校選手の新規Cチームへの移籍

・新規チーム登録料

（※２)A校・B校の選手が、新規Cチームに

　　　移籍する際の移籍選手登録料は免除

③
Ａ校(登録済)＋Ｂ校(未登録)での

地域クラブ化(新規Cチーム)

・新規Cチームの立上げ

・Ａ校選手の新規Cチームへの移籍

・Ｂ校選手の新規Cチームへの登録

・新規チーム登録料

・新規選手登録料

（※２)A校の選手が新規Cチームに移籍する

　　　 際の移籍選手登録料は免除

④ 全て未登録者による地域クラブ化
・新規チームの立上げ

・全選手の新規登録

・新規チーム登録料

・新規選手登録料

(※１)

(※２)

（２）『選手登録料免除申請』手順について

＜申請手順＞

１）別紙【選手登録費免除 申請書】に必要事項を記入の上、所属の地区３種委員長へメールにて提出してください。

　　※KICKOFFのチーム・選手登録手続きは、必ず本申請が承認された後に行ってください。

　　　申請が承認される前に、KICKOFFのチーム・選手登録手続きを行いますと、「選手登録料免除」が正しく反映できない

　　　場合があります。

２）愛知県サッカー協会ならびに3種委員会にて承認された後、承認された旨を地区３種委員長よりご連絡します。

　　承認がおりた後、KICKOFFにてチーム・選手登録手続きを行ってください。

【KICKOFF チーム・選手登録を行うにあたっての注意点】

　①「新規Cチーム」を登録する場合、登録種別は「その他(3種)」としてください。

　　※中学校の部活登録と、地域移行に伴う地域クラブチーム(地域移行のクラブチーム・複数校の合同チーム)の登録を

　　　区別するために、登録種別は「中体連」としないでください。

　②選手登録の際「a.選手登録料免除の対象となる選手」と「b.選手登録料免除の対象とならない選手」が混在する場合、 　　

　　登録システムの都合上、a.とb.の選手を分けて申請していただく必要があります。（登録料免除を適用するため)

　　特に「新規Cチーム」を立ち上げる際、「a.選手登録料免除の対象となる選手」と「b.選手登録料免除の対象とならない選手」

　　が混在する場合は、はじめに「a.選手登録料免除の対象となる選手のみ」登録してください。

　　（この時に新規の選手(b.選手登録料免除の対象とならない選手)を含めないでください。）

　　「b.選手登録料免除の対象とならない選手」は、新規チーム登録が承認された後に【追加登録】にて登録してください。

部活動の地域移行等に伴うチーム・選手登録について

部活動の地域移行に伴う移籍による２回目の選手登録料については、以下の条件に該当する場合のみ、３種委員会の承認により、選

手登録料を免除することができます。申請する場合は【選手登録料免除 申請書(別紙)】を地区３種委員長に提出してください。

　【登録種別について】

　　●中体連　　　 …　日本中学校体育連盟（中体連）所属の中学校チーム（単一の中学校で登録されたチーム）

　　 ●クラブユース …　日本クラブユース連盟に所属するクラブチーム

　　 ●その他(3種)   …　部活動の地域以降に伴うチーム、日本クラブユース連盟に登録していないクラブチーム

　　　　　　　　　　   （「中体連」「クラブユース」以外のチーム）

【本件に関するお問い合わせ先】(公財)愛知県サッカー協会　3種委員会　３種地区委員長

【KICKOFF登録に関するお問い合わせ先】(公財)愛知県サッカー協会　事務局 TEL:052-846-2320/Email：info.team@aifa.jp

2026年度チーム・選手登録を行うにあたって、年度途中に部活動の地域移行等が行われる場合は、チーム・選手登録について以下を参考にし

て検討してください。

大会要項で認められている場合はＡ校とＢ校の合同チームとして大会参加することもできます。

参加資格は大会により異なりますので、予めご確認ください。

部活動の地域移行に伴う移籍による２回目の選手登録料について、定められた条件に該当する場合は免除の申請をすることができま

す。免除の申請をする場合は、次の「(２)『選手登録料免除』手順について」を確認の上、所定の手続きを行ってください。

【2回目の選手登録料免除の条件】

　３種中体連登録選手のうち、部活動の地域クラブ化による移籍は、やむを得ない事情として選手登録料を免除する。

　但し、移籍先のチームが「その他(3種)」に分類されるチームであること。(中体連・ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟に所属する場合は不可）


